
会費お振込み方法の変更のおしらせ
今年より中山霊園奉賛会の年会費のお支払い方法が、下記のようにお客様負担の手数料がかかってしまっていた
郵便局振込から、手数料のかからないコンビニ振込に変更になります。ご理解とご協力をお願いいたします。

振込先

郵便局 コンビニ

コンビニでの振込方法

墓地返還・住所変更・名義変更（手続き➡FAX またはWEBページ）

会報と一緒に同封された、こちらの用紙をお
近くのコンビニエンスストアのレジにお持ち
いただき、年会費 1,000 円をお支払い下さい。

お取り扱い可能なコンビニ
〇ファミリーマート
〇ポプラ
〇ミニストップ
〇ヤマザキスペシャルパートナーショップ
〇ヤマザキデイリーストアー
〇ローソン
〇ローソンストア100
〇ＭＭＫ設置店

　　　　　　　　　　　　　　　（50音順）

〇くらしハウス
〇スリーエイト
〇生活彩家
〇セイコーマート
〇セブンｰイレブン
〇タイエー
〇デイリーヤマザキ
〇ニューヤマザキデイリーストア
〇ハセガワストア
〇ハマナスクラブ

ほとんどのコンビニで取扱いできます。

＜コンビニ払いに変更した理由＞
会費振込方法を郵便局からコンビニ払いに変更
した経緯ですが、2021年から郵便局での現金
支払いの際、お客様負担の手数料が110円か
かってしまうようになりましたので、郵便局で
のお振込みをやめて、お客様負担の手数料がか
からない、コンビニ払いに変更いたしました。
ご理解いただきますようお願いします。

※年会費に変更はありません。

墓地を市に返還された場合・住所の変更・ご名義人の変更などは、同封されている
FAX 用紙に必要事項をご記入いただき、お手数ですが FAX 0263-50-5211へお送り
いただくか、奉賛会事務局へ郵送してください。（住所は封筒に印刷されています。）
またホームページでも変更手続きは行えますので右記二次元コードよりお願いします。

※送付直後はお電話が大変混み合いますので、FAX・Webページなどのご利用をお願いします。
※以前の奉賛会会費が未納の方で、お手元に郵便局の振込用紙が残っていれば、郵便局で振込できます。
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